
税率一般 

 

総合課税と分離課税では次のとおり税率が異なり、計算結果の合計が所得割となります。 

 

総合課税 

 

所得金額 － 所得控除額 ＝ 課税標準額 

 

課税標準額  ×  税率 

＊課税標準額は千円未満切り捨て 

●総合課税 税率 

 

市民税 県民税 

６ ％ ４ ％ 

 

分離課税 

 

所得金額 － 所得控除額 ＝ 課税標準額 

＊控除額は総合課税の所得金額から引き切れなかった控除額 

＊課税標準額は千円未満切り捨て 
 

課税標準額  ×  税率 

 

●分離課税 税率 

 

区         分 市民税 県民税 

短期譲渡 
一 般 の 短 期 譲 渡 5.4 ％ 3.6 ％ 

国・地方公共団体等への譲渡 3 ％ 2 ％ 

長 

期 

譲 

渡 

一般 一 般 の 譲 渡 3 ％ 2 ％ 

特定 
優良住宅地 

等 の譲 渡 

2,000 万円以下 2.4 ％ 1.6 ％ 

2,000 万円超 3 ％ 2 ％ 

軽課 
居住用財産 

の  譲  渡 

6,000 万円以下 2.4 ％ 1.6 ％ 

6,000 万円超 3 ％ 2 ％ 

一 般 株 式 等 の 譲 渡 3 ％ 2 ％ 

上 場 株 式 等 の 譲 渡 3 ％ 2 ％ 

上 場 株 式 等 の 配 当 3 ％ 2 ％ 

先 物 取 引 3 ％ 2 ％ 

肉用牛の売却による事業所得 0.9 ％ 0.6 ％ 

 


